
平成20年第 3 回辰野町議会定例会議録 (15 日目 )

１ . 招集年月日 　 平成20年 2 月27日

２ ． 開会場所 　 　 辰野町議事堂

３ ． 開会年月日 　 平成20年 3 月19日 　 午後 2 時

４ ． 議員総数   14名 　

５ ． 出席議員数 　 14名 　

  １ 番 　 　 中  村  守  夫 　 　  　 ２ 番 　 　 矢 ヶ 崎  紀  男

 　 ３ 番 　 　 永  原  良  子 　 　  　 ４ 番 　 　 前  田  親  人

　  ５ 番 　 　 宇  治  徳  庚 　 　 　 　 ６ 番 　 　 宮  下  敏  夫  

  ７ 番 　 　 成  瀬  恵津子 　 　 　 　 ８ 番 　 　 船  木  善  司 　

  ９ 番 　 　 三  堀  善  業 　 　   10番 　 　 中  谷  道  文

  11番  　 岩  田    清 　 　 　  12番 　 　 山  岸  忠  幸

  13番  　 根  橋  俊  夫 　 　   14番 　 　 篠  平  良  平

６ ． 会議事項

 日程第１  議案第17号　辰野町農業集落排水事業基金条例の制定について

 日程第２  議案第18号　辰野町後期高齢者医療に関する条例の制定について

 日程第３  議案第19号　町立辰野総合病院医師研究資金貸与条例の制定について

 日程第４  議案第 1 号　平成20年度辰野町一般会計予算の歳入全部、歳出の内

           　 1 議会費、 2 総務費、 4 衛生費の内水道費、 6 農林水産

　　　　　　　　　　　　業費、 7 商工費、 8 土木費、 9 消防費、12公債費、14予

　　　　　　　　　　　　備費　

      議案第 2 号　平成20年度辰野町上水道事業会計予算

      議案第 3 号　平成20年度辰野町簡易水道特別会計予算

      議案第 4 号　平成20年度辰野町小野簡易水道特別会計予算

      議案第 5 号　平成20年度辰野町公共下水道特別会計予算

      議案第 6 号　平成20年度辰野町特定環境保全公共下水道特別会計予算

      議案第 7 号　平成20年度辰野町農業集落排水処理施設特別会計予算
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      議案第15号　平成20年度辰野町有線放送特別会計予算

 日程第 5 　議案第 1 号　平成20年度辰野町一般会計予算の歳出の内　３民生費、

　　　　　　　　　　　　４衛生費（水道費を除く）、１０教育費

　　　　　　議案第 8 号　平成20年度辰野町国民健康保険特別会計予算

　　　　　　議案第 9 号　平成20年度辰野町国民健康保険第一診療所特別会計予算

　　　　　　議案第10号　平成20年度辰野町国民健康保険川島診療所特別会計予算

　　　　　　議案第11号　平成20年度辰野町後期高齢者医療特別会計予算

　　　　　　議案第12号　平成20年度辰野町老人保健医療特別会計予算

　　　　　　議案第13号　平成20年度町立辰野総合病院事業会計予算

　　　　　　議案第14号　平成20年度辰野町介護老人保健施設特別会計予算

　　　　　　議案第16号　平成20年度辰野町介護保険特別会計予算

 日程第 6 　議案第27号　平成19年度辰野町一般会計補正予算（第 6 号）

　日程第 7 　議案第30号　平成19年度辰野町国民健康保険特別会計補正予算　　　

　　　　　　　　　　　　（第 3 号）

　日程第８　議案第34号　平成19年度町立辰野総合病院事業会計補正予算（第２号）

　日程第９　議案第35号　平成19年度　辰野町介護保険特別会計補正予算（第２号）

　日程第10　請願・陳情についての委員長報告

　日程第11　議員提出議案の審議について

　　　　　　発議第 1 号　農業委員会の必置規制の堅持に関する意見書の提出につ

いて

　　　　　　発議第 2 号　老人医療費給付事業の継続を求める意見書の提出につい

て

　　　　　　発議第 3 号　新保険業法の「経過措置期間」の延長を求める意見書の

提出について

　　　　　　発議第 4 号　新保険業法の「適用除外」を求める意見書の提出につい

て

　　　　　　発議第 5 号　後期高齢者医療制度の中止を求める意見書の提出につい

て

　日程第12　辰野町選挙管理委員会委員及び補充員の選挙について

　日程第13　議会閉会中の委員会の継続審査について

2



７ ． 地方自治法第 121 条に よ り 出席 し た者

町長 　   　 　   　 矢 ヶ 崎 　 克  彦 　  副町長   　  　 赤  羽 　 八洲男

教育長 　 　    　 　 古  村 　 仁  士  　 総務課長 　 　   平  泉  栄  一

ま ちづ く り 政策課 長  小  沢 　 辰  一  　 住民税務課長   野  沢 　 修  一  

建設水道課長 　 　 　 　 根  橋 　 正  美   産業振興課長  　 桑  沢 　 高  秋  

保 健福祉課長 　  　  赤  羽 　 敏  明  　 会計管理者 　   加  島 　 範  久  

教育次長 　 　 　  　  白  鳥 　 義  政 　 　 病院事務長 　  　 金  子 　 文  武

福寿苑事務長 　  　  小  沢 　 睦  美 　  消防署長 　 　 　 　 丸 　 山 　 　 均  

開発公社常務理事 　 　 竹  淵 　 光  雄 　 　 代表監査委員 　 　 小  野 　 眞  一

８ ． 地方自治法第 123 号第 1 項の規定に よ る 書記

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 議会事務局長 　 　 　 　 竹  入 　 俊  男

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 議会事務局庶務係長 　 飯  沢   　 誠

９ ． 地方自治法第 123 号第 2 項の規定に よ る 署名議員

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 議席 　 第 2 番 　 　 　 　 矢 ヶ 崎 　 紀 　 男

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 議席 　 第 3 番 　 　 　 　 永 　 原 　 良 　 子

１ ０ ． 会議の顚末 　

○局 　 長

ご起立願い ま す。 （ 一同起立 ） 礼。 （ 一同礼 ） 　

○議 　 長

 定足数に達 し てお り ま すので、 第 3 回定例会第15日目の会議は成立いた し ま し

た。 消防署長が火災発生の ため遅れ る 旨の届出が あ り ま し た。 直ちに本日の会議

を 開 き ま す。 本日の議事日程は あ ら か じ めお手元に配付 し た と お り で あ り ま す。

これ よ り 日程に基づ く 会議に入 り ま す。 日程第 1 、 議案第17号辰野町農業集落排

水事業基金条例の制定につい て を 議題 と いた し ま す。 総務産業建設常任委員会に

おける審査結果を 総務産業建設常任委員長、 矢 ヶ 崎紀男議員 よ り報告を求め ま す。

○総務産業建設常任委員長

　 本定例会初日総務産業建設常任委員会に付託され ま し た、 議案第17号辰野町農

業集落排水事業基金条例の制定につい て、 去る 13日担当課長職員の同席を求め本
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議案につい て慎重に審査を行い ま し た。 以下審査の結果を報告し ま す。 この議案

は辰野町農業集落排水事業の将来にわた る 健全な管理運営を図る資金に企て る た

め、 基金 を 設置す る 条例 を制定 し た い と す る ものです。 委員会の審査では農業集

落排水事業は 5 地区におい て汚水処理を行ってお り 、 平成 3 年度供用を 開始し た

下横川処理区を皮切 り に順次整備し 14年度の上横川地区を最終 と し 計画は完了し 、

普及率は89％で あ る と の こ と です。 事業収入の う ち使用料の割合は 25.9 ％で多 く

は町一般か ら の繰入で賄われて い る と の こ と です。 接続はほぼ完了し 高齢化が進

むなかで、 新規加入も多 く は見込めないので使用料の値上げも検討しな く てはな

らない状況 と の こ と で あ り ま す。 支出では水処理施設など維持 ・ 修理の費用が増

加傾向に あ り運営経費の削減には一体 と な り取 り組んでい る が、 一般会計か ら の

繰入金に依存す る体質は変わって いない と の こ と です。 そこで今後、 大規模な改

修 ・ 施設更新などの発生 し た場合における 一般会計か ら の繰入金を軽減し安定 し

た農業集落排水事業の経営を進め る ため基金の創設 を す る と の こ と で あ り ま す。

ま た基金の財源は計画的に積立 と 年度末における精算金を予定 し て い る と の こ と

です。 委員か ら も 「経費の削減には一層取 り組むべき。 」 と の意見が出され、 審

査の結果全員一致で可決 と決し ま し た。 議員全員の賛同に よ り 原案可決 く ださい

ま す よ うお願い し 委員長報告 と し ま す。

○議 　 長

　 　 委員長報告に対す る質疑を行い ま す。 あ り ませんか。

（ 質疑 　 な し ）

○議 　 長

　 　質疑を終結いた し ま す。 討論を おこ ない ま す。

（ 討論 　 な し ）

○議 　 長

　討論を終結いた し ま す。 これ よ り採決を いた し ま す。 議案第17号辰野町農業集

落排水事業基金条例の制定につい て を採決いた し ま す。 委員長報告は原案可決で

あ り ま す。 委員長報告の と お り決す る に ご異議あ り ませんか。

（ 議場 　異議な し の声 ）

○議 　 長

　異議な し と認め ま す。 よ って議案第17号は委員長報告の と お り可決され ま し た。
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日程第 2 、 議案第18号辰野町後期高齢者医療に関す る 条例の制定につい て、 日程

第 3 、 議案第19号町立辰野総合病院医師研究資金貸与条例の制定につい て、 以上

2 議案を 一括議題 と いた し ま す。 社会福祉教育常任委員会における審査結果を、

社会福祉教育常任委員長、 山岸忠幸議員 よ り報告を求め ま す。

○社会福祉教育常任委員長 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 本定例会初日社会福祉教育常任委員会に付託されました、議案第18号辰野町後

期高齢者医療に関する条例の制定について、議案第19号町立辰野総合病院医師研

究資金貸与条例の制定について、の 2 件の条例案について去る12、 13日町担当職

員の同席を求め慎重に審査を行いました。以下審査の結果を報告します。議案第

18号辰野町後期高齢者医療に関する条例の制定について、これは後期高齢者医療

制度が創設されことにより、辰野町における業務に関する条例を制定したいとす

るものであります。始めに担当職員より条例のなかの用語について解説や、議員

からの他の用語に関する質問に対しての説明がありました。多くの議員からは、

「粛々と進めて行くべし。」といった意見がありました。またある議員からは

「医療機関への診療回数や、診療報酬の支払いの制限額等まだまだ先行き不透明

な部分が多いことから、後期高齢者医療制度そのものに対して反対するもので当

然それに付随する本条例案にも反対する。」といった意見がありました。採択の

結果賛成５、反対１で可決としました。次に議案第19号、町立辰野総合病院医師

研究資金貸与条例の制定について、これは辰野病院の医師不足解消を図り、町の

医療の確保に寄与するために条例を制定したいとするものであります。委員から

は「県の同様の制度と重複しても受けられるのか。」と言った質問がありそれは

可能、という答でした。予算的には当初予算では 100 万円を上げてあるが状況に

より補正予算で対応してゆくとのことでした。また意見としては「将来的には奨

学金制度も設けたらどうか。」といった発言もありました。委員全員一致で可決

としました。以上委員会における審査の結果をご報告しました。全議員の賛同を

いただき可決下さいますようお願いいたします。

○議 　 長

　 　 委員長報告に対す る質疑を行い ま す。 あ り ませんか。

（ 質疑 　 な し ）
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○議 　 長

　 　質疑を終結いた し ま す。 討論を おこ ない ま す。 始めに反対討論を行い ま す。

○根橋 （ 13番 ）

　 議案第18号の辰野町後期高齢者医療に関す る 条例につい て の反対討論を し た い

と思い ま す。 えー本条例は後期高齢者医療制度の創設に伴い ま し て、 町における

同制度の業務に関す る 保険料の徴収などの手続き等を 定め る内容で あ り ま す。 で

えーこの この条例は当然の こ と なが ら 、 後期高齢者医療制度の発足 を 前提に し た

もので あ り ま す。 で と こ ろで この後期高齢者医療制度っ と い う のは、 75才 と い う

年齢を重ねただけで高齢者を無理や り今の健保あ る いは国保か ら脱退を させて、

新し い制度のなかに囲い込み負担増、 あ る いは給付減を行お う と る すもので あ り

国民皆保険の行われて い る世界のなかで見て も類例のない差別医療の制度だ と い

う ふ う に言われてお り ま す。 ま た いろいろ今国会におい て も野党 4 党が後期高齢

者医療制度の中止を求め る、 中止の法案も出されて い る と こ ろで あ り ま す。 こ う

し た状況か ら私は あ の この条例の前提 と なって い る、 後期高齢者医療制度その も

のの中止を求め る と い う立場上、 立場か ら この条例について は反対を し た いって

以上で あ り ま す。

○議 　 長

　 　 次に賛成討論を行い ま す。

○船木 （ ８ 番 ）

　 議案第18号に賛成の立場か ら 発言を さ し て いただき ま す。 辰野町後期高齢者医

療制度に関す る 条例の制定につい ては、 4 月か ら ス ター トす る 後期高齢者医療制

度に合わせ辰野町における 業務に関す る 条例の制定で あ る こ と は周知の と こ ろで

あ り ま す。 後期高齢者医療制度その ものについ ては今ま で多 く の機会に種々議論

されて き た と こ ろで あ り 、 保険料について現役世代だけに負担を強い る のではな

く世代間での負担を 明確に し、 高齢者の方々も負担能力に応じ て公平に保険料を

負担す る制度で あ り ま す。 辰野町は 4 月ス ター ト に合わせ準備が整い保険証の発

送が 3 月21日 と聞い てお り ま す。 仮に議案第18号に反対し 条例の制定がな されな

い事態に陥ったな らば、 辰野町の該当者は 4 月 1 日か ら医者に掛か る こ と もで き

な く なって し ま う わけです。 これこそ辰野町の医療制度は崩壊で あ り ま す。 後期

高齢者医療制度は万全 と は言えないかも し れ ません。 直すべき はス ター ト し て か
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ら実態に即し た修正で あ るべき と考えま す。 し た がって私は議案第18号に賛成す

る もので あ り ま す。 以上です。

○議 　 長

　他に あ り ませんか。 討論を終結いた し ま す。 これ よ り採決を いた し ま す。 始め

に議案第18号、 辰野町後期高齢者医療に関す る 条例の制定につい て を採決いた し

ま す。 反対の意見が あ り ま すので起立に よ り採決いた し ま す。 お諮 り いた し ま す。

委員長報告は原案可決で あ り ま す。 委員長報告の と お り決す る に賛成の方は、 起

立願い ま す。

（ 起立 　 11名 ）

○議 　 長

　 起立多数で あ り ま す。 よ って議案第18号は委員長報告の と お り可決され ま し た。

次に議案第19号、 町立辰野総合病院医師研究資金貸与条例の制定につい て を採決

い た し ま す。 委員長報告は原案可決で あ り ま す。 委員長報告の と お り決す る に ご

異議あ り ませんか。

（ 議場 　異議な し の声 ）

○議 　 長

　異議な し と認め ま す。 よ って議案第19号は委員長報告の と お り可決され ま し た。

日程第 4 、 議案第 1 号平成20年度辰野町一般会計予算の内歳入全部、 歳出の内 1

議会費、 2 総務費、 4 衛生費の内水道費、 6 農林水産業費、 7 商工費、 8 土木費、

9 消防費、 12公債費、 14予備費、 議案第 2 号平成20年度辰野町上水道事業会計予

算、 議案第 3 号平成20年度辰野町簡易水道特別会計予算、 議案第 4 号平成20年度

辰野町小野簡易水道特別会計予算、 議案第 5 号平成20年度辰野町公共下水道特別

会計予算、 議案第 6 号平成20年度辰野町特定環境保全公共下水道特別会計予算、

議案第 7 号平成20年度辰野町農業集落排水処理施設特別会計予算、 議案第15号平

成20年度辰野町有線放送特別会計予算を 議題 と いた し ま す。 総務産業建設常任委

員会における審査結果を 総務産業建設常任委員長、 矢 ヶ 崎紀男議員 よ り報告を求

め ま す。

○総務産業建設常任委員長

　今議会初日総務産業建設常任委員会に付託され ま し た、 議案第 1 号平成20年度

辰野町一般会計予算の内歳入全部、 歳出の内 1 議会費、 2 総務費、 4 衛生費の内
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水道費、 6 農林水産業費、 7 商工費、 8 土木費、 9 消防費、 12公債費、 14予備費、

議案第 2 号、 平成20年度辰野町上水道事業会計予算、 議案第 3 号平成20年度辰野

町簡易水道特別会計予算、 議案第 4 号平成20年度辰野町小野簡易水道特別会計予

算、 議案第 5 号平成20年度辰野町公共下水道特別会計予算、 議案第 6 号平成20年

度辰野町特定環境保全公共下水道特別会計予算、 議案第 7 号平成20年度辰野町農

業集落排水処理施設特別会計予算、 議案第15号平成20年度辰野町有線放送特別会

計予算、 以上 8 議案です。 去る 3 月12日、 13日の両日午前 9 時か ら 委員会室にお

い て委員 7 名全員出席 し、 副町長並びに担当課長、 担当職員の説明を求め慎重に

審査を行い ま し た。 ま た 3 月14日午前10時か ら 委員全員で町単道路改良事業 （ 下

辰野 ） 地域優良賃貸住宅、 平出団地建替え事業、 地方道路交付金事業 （ 宮木林の

下 ） 土づ く り セン ター堆肥置場修繕工事の現場視察を行い ま し た。 平成20年度予

算は協働の ま ちづ く り の一層の推進 と 一大居住拠点都市構想の実現に向け防災、

住宅、 子育て支援、 教育環境整備、 企業誘致など人口増を主眼に し た住みやすい

ま ちづ く り の基盤整備を重点に し た積極予算 と なって い る こ と が見て取れ ま す。

議案第 1 号平成20年度辰野町一般会計予算の内歳入全部につい て の主な ものは、

町税では前年度当初比 1 億3,600万円の増額を見込んでい ま す。 一方で地方譲与税

は前年に比較し て 100 万円の減額、 地方交付税につい ては前年に比較し て 2 億円

の減額を見込んでお り ま す。 国庫支出金は公営住宅建設など普通建設事業の伸び

に よ り 前年に比較し 2 億 306 万9,000円の増額 と なって い ま す。 繰入金は前年に比

較し て 1 億 7,6199 万円の増額 と な り 、 町債も 6,850万円の増額が計上されて い ま す。

歳出につい て議会費は議員14名 と職員 2 人 と臨時職員 1 人での経費です。 議員も

14名 と な り 一層の経費節減が進んでい る と の説明が あ り ま し た。 議員か ら は 「経

費節減を図って い る ので備品等を含めた議会事務局の充実強化を 願いた い。 」 と

の要望が あ り ま し た。 総務費につい て今後 と も経費節減を効率的な行財政に よ り

進め て い く と の説明が あ り ま し た。 文書広報費のなかで 『広報たつの』 につい て

「カ ラー化された上、 費用も減少し て と て も良い こ と で あ る が広告掲載の営業力

か ら 町外の業者が請けて い る が、 町内で手がけて く れ る 業者が出て く る こ と を期

待す る。 」 等の意見が あ り ま し た。 財産管理費のなかで川島児童館の解体工事費

について解体後の土地利用の質問が あ り 、 これに対し借地なので最初の契約もあ

る が と り あえず更地にす る と の説明が あ り ま し た。 町政の柱で あ る協働の ま ちづ
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く り では地域の主体的活動を支援し、 道路改修の支援などを し て い ま すが委員か

ら は 「ま ちづ く り 委員会を 中心に事業 を検証し、 定着し た事業を更に伸ばし て欲

し い。 」 と の意見が あ り ま し た。 防災面では新規事業や緊急地震速報など防災行

政無線で伝える、 全国瞬時警報システム整備や洪水危険箇所のハザー ド マ ップを

作成す る こ と が明示され ま し た。 委員か ら 「洪水危険箇所の流域河川はど こ なの

か。 」 の質問に天竜川、 横川川等の説明が あ り ま し た。 都市交流ではワ イ ト モよ

り の訪町が予定されてい る た め、 交流費が計上されて い ま す。 県の電子申請シス

テムについて の説明では、 高速ネ ッ ト ワークでは国の住基ネ ッ ト や Ｌ ＧＷＡ Ｎに

つなが り行政ネ ッ ト を 総合的に利用で き る よ う にす る た めに県が計画し て い る も

ので、 広域行政毎に加入す る等の説明が あ り 加入金 と し て 490 万円を 4 年に分け

て負担す る こ と になってい ま す。 委員か ら 「この住基ネ ッ ト を使えば全国ど こで

も住民票の交付が受け ら れ る か。 」 の質問に全国 2 、 3 箇所の特例を除けばほぼ

可能 と の説明が あ り ま し た。 衛生費の う ち水道費の主な ものは上水道事業会計、

各簡易水道会計への起債償還負担金、 繰出金です。 6 農林水産業費は 2 億9,134万

5,000円 と な り 前年度当初に比較し 5.3 ％の増額 と なって い ま す。 ソ フ ト面では産

業振興分野で有害鳥獣駆除対策、 環境整備の推進が盛 り込ま れて い ま す。 鳥獣被

害防止緩衝帯や森林整備関連で計1,200万円増額になって い ま す。 「19年度は クマ、

イ ノ シシ、 ニホンジカ、 サルなどの被害が多発 し て い る ので 20年度におい て も更

に対策 を強化し 、 助成 を充実す る よ う 。 」 要望が出され ま し た。 地産地消事業は

今後も必要な事業で あ る ので検討を お願い し ま し た。 7 商工費に関し ては、 町融

資等に関わる利子補給金、 保証料、 小規模事業指導費補助、 商工業誘致及び振興

補助金等各種事業への負担金、 補助金が主な ものです。 観光費につい ては 「ほた

る祭 り が60周年の年に あ た る こ と か ら企画その もの を 町民参加 と行政が一体 と なっ

て取 り組み、 成功させる よ う 。 」 と の要望が あ り ま し た。 8 土木費につい て用地

対策事業費は、 土地開発公社健全化計画に よ る供用済公有地購入費が主な もので

す。 道路維持費は各区で行 う道路や側溝、 橋梁等の修繕を行 う た めの原材料費や

除雪の委託料が計上されて い ま す。 え橋梁整備費では城前橋改築事業 と し て、 上

部工の工事が予定されて い ま す。 富士塚の町営住宅の補修工事費 と 平出団地の建

設買取 り購入費等、 既存道路取付け替え工事費が計上されて い ま す。 なお 「平出

団地につい て の駐車場は 1 世帯 1 台のスペース と の こ と で あ る が、 ど こか他に も
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スペースを 設け時代の流れに対応し て欲し い。 」 などの意見が出され ま し た。 委

員か ら は 「地域の人た ち が資材提供を受けて、 お互いに協力し知恵 を 出 し 小さ な

工事は自分た ち で最小の経費で施工し て い る こ と は大変すばら し い こ と で あ る が、

地元業者もい る こ と か らバラ ンスを取 り工事を行って欲し い。 」 等の要望がで ま

し た。 ま た 「土地開発公社保有土地の売却を急ぐ こ と 。 」 等の意見がで ま し た。

道路問題につい ては 「地域住民 と具体的に懇談を進め、 渋滞対策など積極的に取

り組んで貰い た い。 」 等の意見が出され ま し た。 「城前橋の橋梁付帯施設工事の

なかでグレー ド ア ップ分 と し て今ま での よ う に単なる コ ン ク リー ト打ちだけでな

く 、 なんら かの方法も検討し てみた い と の こ と で あ る ので、 城前一帯の景観も考

慮す るなかで広 く 町民 ま た中学生のアイデアを取 り 入れ る こ と も検討された い。 」

と の要望が あ り ま し た。 住宅建設につい ては 「古 く なった団地の建替えは必要で

あ る が、 修理すれば使える家賃の安い住宅も残し て い くべき。 」 と の意見に対し

今後 と も必要 と されて い る家賃の安い住宅は確保 し た い と の説明が あ り ま し た。

消防費につい て、 平成16年以来の消火栓の新設、 防火水槽をそれぞれ 4 基計画し

て災害活動の充実を図る と の説明が あ り ま し た。 委員か ら 消火栓の新設 を求め る

要望に対し ては、 地域 と の協議を十分す る よ う に された い と の意見が あ り ま し た。

「本年は女性消防団員に も数名の応募が あった。 」 と い う明 る い話題が報告され

ま し た。 委員か ら は 「この機運を大切に育てつつ広 く 町民へ広報し て いただき た

い。 」 と の要望が出され ま し た。 12公債費につい て、 今後も実質公債費比率等、

財政指標を考慮しなが ら適債事業を選択し慎重に対応す る こ と と の こ と です。 14

予備費につい ては前年 と 同額の 3,000万円を 計上し ま し た。 以上議案第 1 号一般会

計予算歳入全部、 歳出の内 1 議会費、 2 総務費、 4 衛生費の内水道費、 6 農林水

産業費、 7 商工費、 8 土木費、 9 消防費、 12公債費、 14予備費につい て の採決の

結果、 委員全員一致可決 と決し ま し た。

　続き ま し て特別会計につい て申し上げま す。 議案第 2 号、 平成20年度辰野町上

水道事業会計予算につい て報告し ま す。 20年度の主な事業は辰野駅前の下水道工

事に伴 う配水管布設替工事、 湯舟浄水場送水ポンプ更新工事です。 経営状態は良

好で あ る ので、 各施設の更新改良 を 計画的に実施し維持管理に努め、 安心 ・ 安全

で安価な水道水の安定供給に努め る よ う要望し ま し た。 議案第 3 号平成20年度辰

野町簡易水道特別会計予算につい て報告し ま す。 8 簡易水道の施設維持管理等、
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良質な水質保全に努め、 水道水の安定供給を果た し た い と の こ と です。 議案第 4

号平成20年度辰野町小野簡易水道特別会計予算につい て報告し ま す。 施設更新を

計画的に実施し、 施設の維持管理に努め る と の こ と です。 委員か ら 「飲料水は十

分確保されて い る のか。 」 と い う 質問に担保されて い る と の回答が あ り ま し た。

議案第 5 号平成20年度辰野町公共下水道特別会計予算につい て報告し ま す。 長年

の懸案で あった辰野駅前地区が平成20年度で整備が終了予定で、 これ を も って辰

野町の下水道整備事業もほぼ完了 と なる と の こ と です。 予算総額は 15億 2,608万

1,000円で前年対比 4 億7,844万円の増額 と なって い ま す。 議案第 6 号平成20年度辰

野町特定環境保全公共下水道特別会計予算につい て報告し ま す。 供用開始以来11

年が経過し 水洗化も順調に推移し て い る、 今後も引き続き宅内接続の普及を図る

と と もに、 汚水処理場の適正な維持 ・ 管理に努め て い く と の こ と です。 議案第 7

号平成20年度辰野町農業集落排水処理施設特別会計予算につい て報告し ま す。 5

処理施設の適正な維持 ・ 管理費が主な ものです。 予算総額は 1 億 841 万9,000円で

前年度比 157 万5,000円の減額 と なって い ま す。 委員か ら 「 5 処理施設は一般会計

か ら の繰入に依存し て い る状況を打開す る た めに、 使用料の見直 し は必至で あ る

が集落に よ って は高齢化が進んでい る こ と も考慮すべき。 」 と の意見が あ り ま し

た。 議案第15号平成20年度辰野町有線放送特別会計予算につい て報告いた し ま す。

有線放送事業は放送施設の維持 ・ 管理に努め、 サービ ス低下 を 招 く こ と な く よ り

地域に根ざ し た ものに しつつ本年も住民に役立つ情報の提供等を通じ 加入者に喜

ばれ る施設 と し て有効に活用し て い き た い と の説明が あ り 、 ま たテレビ事業 「ほ

た るチャンネル」 は行政情報の提供や地域の話題等の取材 ・ 報道 を通じ て、 魅力

あ る 番組づ く り に努め て い き た い と の説明が あ り ま し た。 委員か ら は 「時代の流

れのなかで、 有線放送の見直 し と 「ほた るチャンネル」 を よ り充実す る よ う 求め

る。 」 意見が出され ま し た。 以上特別会計 7 議案につい て慎重に審査を行い、 委

員一致可 と し可決すべき もの と決し ま し た。 予算関係 8 議案の審査結果は以上の

と お り です。 議員全員の ご賛同に よ り 原案可決 く ださい ま す よ うお願い し て報告

と いた し ま す。

○議 　 長

　 　 委員長報告に対す る質疑を行い ま す。 あ り ませんか。
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○総務産業建設常任委員長

　 数字の訂正 を さ し て いただき ま す。 最初の と こで あ り ま すけれど も 「前年に比

較し て」 こ こ を 「 1 億7,619万9,000円の増額 と な り 」 に訂正 を お願い し た い と思い

ま す。

（ 質疑 　 な し ）

○議 　 長

　質疑を終結いた し ま す。 日程第 5 、 議案第 1 号平成20年度辰野町一般会計予算

の歳出の内、 3 民生費、 4 衛生費 （ 水道費を除 く ） 、 10教育費、 議案第 8 号平成

20年度辰野町国民健康保険特別会計予算、 議案第 9 号平成20年度辰野町国民健康

保険第一診療所特別会計予算、 議案第10号平成20年度辰野町国民健康保険川島診

療所特別会計予算、 議案第11号平成20年度辰野町後期高齢者医療特別会計予算、

議案第12号平成20年度辰野町老人保健医療特別会計予算、 議案第13号平成20年度

町立辰野総合病院事業会計予算、 議案第14号平成20年度辰野町介護老人保健施設

特別会計予算、 議案第16号平成20年度辰野町介護保険特別会計予算を 議題 と いた

し ま す。 社会福祉教育常任委員会における審査結果を 社会福祉教育常任委員長、

山岸忠幸議員 よ り報告を求め ま す。

○社会福祉教育常任委員長

　本議会初日に社会福祉教育常任委員会に付託されました、議案第 1 平成20年度

辰野町一般会計予算歳出の内、 3 民生費、 4 衛生費（水道費を除く）、10教育費、

議案第 8 号平成20年度辰野町国民健康保険特別会計予算、議案第 9 号平成20年度

辰野町国民健康保険第 1 診療所特別会計予算、議案第10号平成20年度辰野町国民

健康保険川島診療所特別会計予算、議案第11号平成20年度辰野町後期高齢者医療

特別会計予算、議案第12号平成20年度辰野町老人保健医療特別会計予算、議案第

13号平成20年度町立辰野総合病院事業会計予算、議案第14号平成20年度辰野町介

護老人保健施設特別会計予算、議案第16号平成20年度辰野町介護保険特別会計予

算について、去る12、13日の両日担当職員の同席を求め慎重に審査を行いました。

以下順を追って審査の結果を報告します。先ず全体をとおして当委員会担当での

特徴は後期高齢者医療制度が始まることにより、議案第11号にもあるように新し

い特別会計が設けられ、それによって予算の組み立てが以前より大幅に変更になっ

てきていることがあります。また昨年来の原油の高騰によりどの部門でも燃料費
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の出費が多く予定されています。え議案第 1 号の歳出のうち民生費について報告

します。社会福祉総務事務の扶助費では「福祉タクシー・バス利用扶助の対象者

を精査すべき。」との意見がありました。老人福祉事務の工事請負費は老人福祉

センターの屋根の塗り替えと 1 階西側の改築が予定されています。今村地区、唐

木沢地区の介護予防センター建設については「完成後の維持管理が地元負担とな

るためランニングコスト等も考慮し地元住民と事前に十分な打ち合わせをするよ

う。」意見がありました。公費給付事務では後期高齢者医療の広域連合への負担

金が大きくなります。また扶助費について対象者の詳しい説明や、対象人数等の

説明を受けました。国民年金事務では「現在の社会情勢から年金に関しての問い

合わせ等が多々あると思うが、懇切丁寧な対応が求められる。」との意見があり

ました。児童手当事務の扶助費は 3 歳未満児に月 1 万円で対象者が 461 名。 3 歳

以上小学校終了前までが第 1 子、第 2 子が月 5,000 円で対象者が 1,368 名。第 3

子が月 1 万円で対象者が 230 名との説明を受けました。児童福祉総務事務の委託

料では、川島児童館廃館に伴い送迎ルートの一部変更により若干増額されていま

す。保育園運営事務の賃金は臨時19名、栄養士 1 名、調理員 6 名、パートの調理

員 7 名に対するものです。改修工事については「 5 年間くらいの保証を求めるべ

き。」との意見がありました。20年度新たに新町保育園の建設委員会が設置され

ることにより、その費用が盛られています。保育園全体をとおしては「一部定員

をオーバーしている状況があるなか、こうした事態の解決策や町全体の配置計画

の見直しが必要では。」といった発言があり委員会からの要望事項としました。

次に衛生費について報告します。保健衛生予防事業の委託料のうち風疹・麻疹混

合接種委託料は今、大学生などに発症例が多いことから平成20年から25年の期間、

中学 1 年と高校 3 年生が受けるものです。聖地管理事業の工事請負費は霊園駐車

場にガードパイプ23ｍを設置するものです。町保健対策推進事業に委託料のうち、

妊婦一般検診は 2 回から 5 回と増えています。老人保健事業の委託料のうちメタ

ボリック予防検診は県、上伊那のデータと比較するなか、辰野町では若い世代を

対象とするほうが良いとの判断から30～39歳を対象としています。訪問看護事業

の財源の一部は衛生費雑入の訪問看護療養収入の 720 万円を充てています。清掃

費の塵芥処理事業の厨芥ゴミ再生処理委託料は20年度新たに取り組む事業です。

可燃ごみの 3 割から 4 割を生ゴミが占めているといった状況から現在保育園、小
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中学校で取り組んでいる「生ゴミリサイクル事業」でモデル地区を選んで試行し

ようというものです。20年度は大石平地区70世帯を対象に行います。これにより

焼却燃料を軽減して地球温暖化防止を図っていきます。また生ゴミを堆肥化する

ことで資源の活用も狙っています。成果が期待されます。次に教育費について報

告します。まず小学校の関係から、教育委員会事務の委託料のうち給食食材定期

点検は県から上伊那地区に指定があり西小学校で実施します。補助金の遠距離バ

スの補助は 4 ｋｍ以上で 4 年生以下が対象です。また総合学習振興補助は各校均

等に10万円を基本に併せて人数による補助です。教職員住宅管理事務の公有財産

購入費はハイツけやきとメゾン・ラフォーレの償還でハイツは平成28年まで、メ

ゾン・ラフォーレは平成24年までとなっています。また利用状況はハイツが 7 割

から 8 割、メゾン・ラフォーレが10割といった状況です。小学校教育振興事務の

パソコンリース料については、総数 247 台で町内小学校の全教員に 1 台づつ約

130 数台で他は各校のパソコン教室に配置するものです。サーバーによる一括管

理のネットワークの構築により通勤途中での情報漏えい防止も考えられています。

学校給食業務については今後教育委員会で検討することになり20年度は従来どお

りということです。学校が遅くまで電気がついている事が取り上げられ、先生方

の超過勤務の多くは事務処理に時間がかかっているのではと推測され、サポート

できる何らかの体制作りを望む意見がありました。次は中学校に関して。管理事

務の報償費に関して進路指導の報償費は 3 学年会に払われるものです。また「外

部講師を入れての取り組みを進めては。」との意見に対し、以前は技術の授業に

建具組合から来てもらっていたが現在人手がないなど断られてしまった等の説明

がありました。委託料の心電図検査は中学 1 年で全員受けるものです。英語指導

助手招致事業では、今の先生の任期が20年 7 月まででその後も継続できるかは未

定とのことであります。次に社会教育関係について。社会教育総務事務の報酬の

なかで、いくつかまとめられるものはないかといった意見がありました。公民館

費では今後、 1 区 1 分館くらいの体制にしていってはどうかといった意見があり

ました。20年度の公民館講座は26講座を予定しているとのことでありました。美

術館関係では今年度12月23日までに 4,706 人の入館があり冬季の閉鎖を考慮する

と 1 日当りの入館者数は増加しているとのことです。美術館の収蔵品は現存作家

のものは収蔵しないことになっており、そういった作家の作品は町内の別の公の
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施設に展示したいと説明がありました。町民会館の関係では自主事業で町内出身

者のコンサートなど、企画したらどうかといった意見がありました。保健体育費

では体育指導員の報酬の引き上げが予定されていましたが、任期があと１年ある

とのことで１年間保留されました。ふれあいウォーク・活活さわやかフェスティ

バルについては、参加者も減少気味であり今後の取り組みの検討が求められまし

た。次に議案第 8 号平成20年度辰野町国民健康保険特別会計予算。この特別会計

予算は後期高齢者医療制度が始まることにより大きく変動しました。個々では昨

年予算と対比するなどして比較していただきたいと思います。また、退職者被保

険者が従来60から74歳であったものが60から64歳となりこの対象者減少によって

も大きく変わってきています。新しい款・項・目が多く入ってきています。そう

したなかで委員会では新たな特定検診が始まることについて「保健師の負担が多

くなり人員増がないなかで今後の活動について万全を期して欲しい。」との意見

がありました。また国保係が保健福祉課に移るにあたり、住民の届け出等が住民

税務課と保健福祉課の 2 箇所に行くような状態にならないよう要望する意見が多

くありました。議案第 9 号平成20年度辰野町国民健康保険第１診療所特別会計予

算並びに、議案第10号平成20年度辰野町国民健康保険川島診療所特別会計予算に

ついて。「両議案についてはそれぞれ診療報酬が減少してきているなかで、担当

医師には毎週同じ時間を拘束しているので現在の委託料とは別に一定額を町とし

て保証すべきではないか。」という意見が出され委員一致で委員会要望としまし

た。議案第11号平成20年度辰野町後期高齢者医療特別会計予算。これは20年度か

ら新たに作られた特別会計です。この後期高齢者に該当するのは昨年11月の段階

で 3,317 人が予定されています。またこのうち国保からは 2,500 人が移ることに

なります。町の人口比の約15％にあたります。委員会では「特別徴収は問題なく

とも普通徴収事務の難しさが懸念される。」意見がありました。今後の実務のな

かで検証することが求められます。議案第12号平成20年度辰野町老人保健医療特

別会計予算。この特別会計は後期高齢者医療特別会計ができたためそちらの方へ

順次移行し、あと 2 年ほどで消滅するものです。20年度は 2 か月分の予算を組ん

であります。議案第13号平成20年度町立辰野総合病院事業会計予算。一般質問で

も取り上げられた予算の組み立て方について意見が出されました。「公営企業法

による組み立て方でこうしたことができるのであれば事前に議員、運営委員会の
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委員くらいには周知すべきではないか。」といったものでした。「全体的に収益

に対して人件費割合、材料費割合が高いのでは。」との指摘があり「材料費につ

いては広域 3 病院での共同仕入れ等も考えられないか。」といった意見がありま

した。収入では医療相談収益の人間ドッグでは30人を予定していること。医業外

収益のその他の雑入のなかには医師住宅の使用料や、院内の自販機の売り上げ等

が入っているとの説明でした。また「国が在宅での看護やリハを指向しているな

かで、町でもこの分野に力を入れてゆくべき。」との意見がありました。現在訴

訟問題があるなかで、病院事業費の経費のなかの保険料について質問があり 1 件

1 億円で年間 3 億までとの説明でした。またこうした訴訟に関しては広域 3 病院

と連携して国に対して、無過失補償制度の制定を求める運動を起こすよう委員会

として要望しました。改革プラン策定に関しては幅広い層から委員を募り開かれ

た運営をするよう委員会として要望しました。「専門家による経営診断を行った

り、医師の負担軽減を図るような方策を検討すべき。」との意見がありました。

次に議案第14号平成20年度辰野町介護老人保健施設特別会計予算。サービス収入

では通所リハの伸びによる増収が見込まれています。しかし定員に対してまだ余

裕があるためケアマネをとおしての宣伝など今後も努力が期待されます。議案第

16号平成20年度辰野町介護保険特別会計予算。今年は今後 3 年間の老人福祉計画・

介護保険事業計画の策定の年になります。今まで介護、保健、建物運営など個々

の問題を委員会で検討していましたが、大きなひとつの委員会としてそのなかで

専門部会を持って検討する体制にします。以上本定例会、社会福祉教育常任委員

会に付託されました議案については慎重に審査の結果、全議案を委員全員一致で

可決といたしました。全議員の賛同をいただき可決くださいますようお願いし、

委員長報告とします。

○議　長

　　委員長報告に対する質疑を行います。ありませんか。

（質疑　なし）

○議　長

　質疑を終結いたします。各常任委員長の審査結果報告のなかに、要望事項等が

ありましたので町長より答弁を求めます。

○町　長
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　ご苦労様でございます。最終議会でありまして、委員長報告であります。えー

今議長さんの方からお話がありましたようにえー要望事項若干出ておりますので、

えーこちらの方でお答え申すべきと思うところだけ、お答えを申し上げていきた

いと思います。まず総務産業建設常任委員会の方の委員長報告のなかであります。

えーこれに対しましてえーまず平出団地につきましての建設は非常によろしいが、

駐車場を 1 家、 1 戸に付き 1 台という確保でありますが、えーもう少し他の場所

でも良いので余裕とスペースをということであります。えーこれに対しましては、

知恵を使いながらできるだけこの有効にえー土地を活用をするように図ってきた

わけであります。ましかしこれ 1 棟だけで終わるか、更にまたあの次年度とかあ

るいはその次の年度とかまた様子を見ながら、もう少し南側の方へ増やしていく

かと、そういうことがまだ決まらん段階でありますので、えー駐車場しっかり確

保っていうわけにもいきませんが、何台も 1 家に何台もという意味です。えーま

時に空いている所があれば有効に使えるようにはして、えーま永久的でなくて使

わない限りはというようなことであります。なおまたあそこへも道路付け替えが

ありますので、その道路の付け替え分の面積も有効に使わなきゃならんという制

約も若干入ってきております。ま広い所広い所なりにやはり難しい問題があり、

また広い所なりにもう少し増床していくようなこともどうかというようなことで

ありますので、まああの当面はえーま一応今の段階のなかで、スペースを取れれ

ば取るように考慮してみたいと、検討はしてみたいと思っております。えーまた

古い団地の方も家賃が安くて良いのでもう少し整備し、使えるようにならないか

ということであります。えー丸山団地の所でありますが、あれは県営でございま

したが県から払い下げられまして、辰野町がまあ 5 、 6 年辰野町のものとして管

理をしているところであります。ましかしこれ緊急的にはいくらでも直したり応

急処置をいたしておりますけれども、ま本来はえー、一応のもう償却年数相当オー

バーいたしておりますので、建替するお金があればやるべきだというふうに思い

ます。ましかし空き家政策というのも辰野町も取ってまいりまして、え古い所計

画的に建替るために出たら入れない、えー入居者が出たら入れないこれを繰り返

していたわけであります。ま若干の人口減になったのもそこにも少しの原因があ

るのかと思いますが、えーま小野の所から第一弾始まり、そして今越道の平出へ

きたというところであります。まできるだけあの建替えるにあたりましてはあの
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うま、入れなくて空き家になってて早く壊って早く建てるのが一番良いんでしょ

うけれども、なかなかそうもいかんところもありますし財政の問題もあるわけで

ありますし、大きな病院の問題などの選択の問題がありますので、えー今即刻建

てる予定のない所は、今のところは空き家政策をあまり取らずに安価でそしてま

た人が住めるようには直し、補修をしながらがんばっていきたいと思います。し

かし安価でございますので、えーま家賃自体がちょっと掛けますとすぐ何十万、

何百万とこう掛かってくる 1 世帯であっても、そういうなかでの採算的に市場原

理は当てはめればとても合わないという形になりますけれども、えーしかしそう

いうお話もありますのでできるだけ、空き家政策をとらずな方向で具体化すれば

まあ別ですが、考えていきたいとこんなように思っております。えー女性団員の

方も数名確保できそうな模様であります。またご後援の方をお願い申し上げたい

というふうに思います。また城前橋の問題でありまたいろんなアイデアを住民か

らっていうことでありますが、もう既に設計はこれはできておりましてえーアイ

デアを入れるならば、あーまあ何ですかね標柱といいますかあの所でありますが、

これちょっとあいだやったもんなら 1 つがああいったもんのはとても高くてすぐ

何百万、え 4 つの柱建てるだけで何千万という橋も世の中ににはあるようであり

まして、なかなか思うに任せませんが一応町としての考え方がありますので、え

そういうなかでえーまあ特別、住民の皆さん大勢集まっていただいてそれを協議

してというわけにはいかないところがあって大変残念でございますけれども、や

はり予算の余裕のない時になかなかできない部分もあります。ましかしお金ばっ

かりじゃなくて、いろんなアイデアもあるんではないかというようなこともあり

ますので、えーまあ建設の委員会を作ってあるわけでありませんけれども、聞け

る範囲では聞いて取れるものは取り入れていかなけれなならないということであ

ります。まいずれにしましても歩道が 1 本であるものをもう 1 個増やしますので、

歩道の分については町持ちであります。その他のものは全部国土交通省、天竜川

上流整備組合、あー組合じゃなくて事務所、昔の天上ですね。管理事務所の方で

やってくれておりますので、そこの方へお願い申し上げていきたいとこんなよう

に思っております。えー一般質問にもありましたけれども協働のまちづくりにつ

きまして、今後まちづくり委員会を中心に事業の検証をし定着したものにしてい

きたいとこんなように思いますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。
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　それから次は社会福祉教育常任委員会の委員長の報告に対してでございます。

ま病院の問題につきまして出ております。え専門家入れるとかいろんなこともあ

りますが、改革プランしっかりとこれを練っていかなきゃならないわけでありま

すが、しかし練っているうちにドンドンまた首が絞められてきて、また検討しな

きゃいけないことも起こってくるような雲行きにもあるわけでありまして、特に

県の第 5 次上伊那に対します病床数、現在より減らしてしまおうというなかで増

床された、増床を申し出てる病院もあるようでありますしまたその分辰野町がど

うのこうのっていうのを、お話を聞いたところで許可されないものはされないっ

ていうような形になりますので、えーまあそのへんもよく鑑みながら進めていか

なきゃならないとまずはそんなことを今現在も、この間の一般質問受けた後もそ

んなような状況が出ておりますので、考えてみなきゃならないと思っております。

あーまたあの退院時などのケア、まケースワーカーっていうように出ております

が、ＭＳＷのことだと思います。メディカルソーシャルワーカーということで、

今現在では辰野ではお医者さんがやったり看護師さんがやったり、えー今の時代

でありますから家族が夜でなければダメだとか 6 時 7 時だということで、長い人

は 2 時間も掛かったりまた分からなかったり、あのう説明して納得するまでに時

間も掛かると。それも何回も繰り返したりということで、えー非常に手薄のスタッ

フがその時間に費やされる時間が非常に多いということでありますから、何とか

そんなにお金を掛けなくてまあ保健福祉課対応などで、ま最初は難しいかもしれ

ませんが慣れていただいてＭＳＷのなかで退院時の世話だとかあるいは退去先、

どこにするのかとその連絡ぐらいのものはそういったあの専門員をできるだけ作っ

て慣れていただいて、えーま患者さんの方の対応ができるようにはするように今

考慮中でありますが、すぐできるかどうか分かりませんがそういう方向では進め

ていきたいとこんなように思ってます。え広域 3 病院連携して無過失補償制度こ

れは良いことではございますのでまた話はしてみたいと、こんなふうにも思って

おります。まいずれにしましてもこの無過失補償制度などが、あー全国的に今展

開される分もあるわけでありますので、そのへんの絡みも見ながら検討していか

ないと今なお趨勢（すうせい）に合わせましてちょっとしたことが全部裁判に掛

かってしまう、そういう率の高い科は医者のなり手が少ない、えー他の科であっ

ても訴えられることがある、したがって時間がものすごくそのう担当先生も取ら
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れてしまって、本来のその問題が解決するまで、えー自分の医療の方に影響も出

ることも非常に多いというようなことも聞いておりますので、えーそんなことも

考えていかなきゃならんだろうと、制度の方も検討してみます。えー医師確保に

つきまして奨学資金でありますがこれはまあずっと先のことに、今即効性がない

わけでありますがまあ予算との絡みも見ながらそんなこともしてみたいと思いま

す。まあ奨学資金を出せばあーそこへ条件としてその病院へ卒業したら何年かと

いうようなことは言えます。ましかしそれをやっている所もありますけれども、

今自由な時代でありまして奨学金出したから必ずそれを守らなきゃいけないかと

いう、今度自分たちの自由の権利の侵害という話も出てきておりまして、ましか

しその条件をあのう汲んだなかでの奨学金であるという話であります。ところが

卒業したてに全額お返ししますと、返してその条件に従わないという例も今出て

きているわけでありますが、これに対しましてもまああの全体世界の世論の現代

の風潮の問題もあるわけでありまして、ましかし全部が全部じゃありませんので

そういったこともまた考えていかなきゃならないと思います。えー教育に関しま

しての保育園、定員常時定員オーバーということで非常に格差がついてきている

所もあります。ま早くこれ解消しなきゃなりませんし、また今の現状、即刻とい

う形のなかではお母さん方にも家庭の保護者って言いますか、父母の会のなかの

皆さん方にも分かっていただいて、若干のことはやっぱり同じ辰野町であります

ので我慢してもらわなきゃならないと思います。ましかしできるだけあのう例え

ば、中央保育所が一杯であれば、もう定員オーバーしてますのでそれに換わる所

と言いますと新町、新町が今一番古い保育園になってますので建替っていうよう

な形もありますが、まあさて地主さんの問題やら、えー予算の問題やら普通の補

助金だけですとだいたい 4 割から 5 割ぐらい、これだと非常にまた何億円という

建物になってまいりますので、えーまあ町の持ち出しが大変厳しいことになりま

すから今できるかどうか分かりませんが、国との掛け合いのなかで他の世代間交

流などのことなども入れて、そして有利な予算がそんなか一部入らないか検討し

てみてくれということで担当課の方には申してありますので、それがどう出てく

るやらでありますが考えてはいるところではあります。えー他あの第 1 診療所と

か川島診療所に関しましての医師の問題でありますが、医師に対します謝礼と言

いますかえーまあ委託金の問題なんですが、まとにかく契約では赤字は出さなん
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で欲しい、その代わり利潤があったら先生の方へ全部差し上げるからという形で

先生も努力していただきたい、我々もあの建物だとかそういったものに対しまし

ては、あのう町のものですからあるいは土地が人のものであっても借りて提供い

たしますが、是非一つ看護師さんの俸給と薬品ぐらいは差し引いて残った分はど

うぞといっておりますが今若干えー全体に支払った後、どちらかと言うと残り分

が僅かですがあるようでありますので、そのへんに関しましてはまた検討さして

いただいて、えー辰野町も特にそれで利益を上げて市場原理を入れて、えー税収

の方税収と言いますか歳入の方上げていくとこんな気持ちもありませんもんです

から、医療に関しては。えー少しプラスになってれば結構で先生が張り合い持っ

てやれるような方向でその分ぐらいは差し上げても良いのかなっていうような話

題も実は出ております。えまた先生方ともお話させていただいて、先生方と言い

ますか担当医師とあの話をさしていただいて、そういう方向がとれれば、いくらっ

て決めてしまいますと、赤字の時にまたプラスで余分に出さなきゃいけませんの

で、残った場合はどうだろうこんなことも考えてみたいと思っております。えー

以上であります。

○議　長

　只今、委員長報告の行われました日程第 4 から日程第 5 までについて、一括し

て討論を行います。

（討論　なし）

○議　長

　討論を終結いたします。これより採決いたします。始めに議案第 1 号、平成20

年度辰野町一般会計予算についてを採決いたします。お諮りいたします。本案に

対する委員長報告は原案可決であります。各委員長報告のとおり決するにご異議

ありませんか。

（議場　異議なしの声）

○議　長

　異議なしと認めます。よって議案第 1 号は委員長報告のとおり可決されました。

次に議案第 2 号平成20年度辰野町上水道事業会計予算、議案第 3 号平成20年度辰

野町簡易水道特別会計予算、議案第 4 号平成20年度辰野町小野簡易水道特別会計

予算、議案第 5 号平成20年度辰野町公共下水道特別会計予算、議案第 6 号平成20
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年度辰野町特定環境保全公共下水道特別会計予算、議案第 7 号平成20年度辰野町

農業集落排水処理施設特別会計予算、議案第 8 号平成20年度辰野町国民健康保険

特別会計予算、議案第 9 号平成20年度辰野町国民健康保険第一診療所特別会計予

算、議案第10号平成20年度辰野町国民健康保険川島診療所特別会計予算、議案第

11号平成20年度辰野町後期高齢者医療特別会計予算、議案第12号平成20年度辰野

町老人保健医療特別会計予算、議案第13号平成20年度町立辰野総合病院事業会計

予算、議案第14号平成20年度辰野町介護老人保健施設特別会計予算、議案第15号

平成20年度辰野町有線放送特別会計予算、議案第16号平成20年度辰野町介護保険

特別会計予算、以上15議案についてを一括採決いたします。お諮 り いた し ま す。

本案に対す る各委員長報告は、 原案可決で あ り ま す。 委員長報告の と お り決す る

に ご異議あ り ませんか。

（ 議場 　異議な し の声 ）

○議 　 長

　異議な し と認め ま す。 よ って議案第 2 号か ら 議案第16号 ま での 15議案につき ま

し ては、 委員長報告の と お り可決され ま し た。 日程第 6 、 議案第27号平成19年度  

辰野町一般会計補正予算 （ 第 6 号 ） を 議題 と いた し ま す。 これ よ り質疑を行い ま

す。 あ り ませんか。

○成瀬 （ 7 番 ）

　 えー と 14ページの あ の社会福祉費補助金の所で あ り ま すけど、 障害者生活圏拡

大支援事業 ま たその下の障害者共同作業所新体系移行円滑化支援事業、 この事業

はど う いった事業で あ る かお聞き し ま す。 後も う一点ですけど、 16ページの土地

及び建物売払収入ですけど、 この土地 と 建物は あ の土地の場所 ま た建物はど この

建物かお聞き し ま す。

○保健福祉課長

　 それでは只今の ご質問にお答え し た い と思い ま す。 14ページのえー県の補助金

で あ り ま すけれど も、 えー障害者の皆さんのえ扶助費等に対す る県の負担分で あ

り ま す。 で これ当初予算に比べま し て事業等の増大に よ り ま し てその分の補助、

県分の補助金が増加になった と い う こ と で受けるわけで あ り ま す。 以上です。

○ ま ちづ く り 政策課長

　 えー私の方か ら は16ページの財産収入につい て の内訳につき ま し て報告を させ
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て いただき ま す。 えーこの 1,046万8,000円は主には青線赤線の売却代で ござい ま し

て、 地区は宮木地区が主で ござい ま す。 えその他に も道路の部分等の売却等も含

ま れてお り ま す。 以上で ござい ま す。

○議 　 長

　 　他に あ り ませんか。 質疑を終結いた し ま す。 討論を行い ま す。

（ 討論 　 な し ）

○議 　 長

　討論を終結いた し ま す。 これ よ り 議案第27号、 平成19年度辰野町一般会計補正

予算 （ 第 6 号 ） を採決いた し ま す。 お諮 り いた し ま す。 本案は、 原案の と お り決

す る に ご異議あ り ませんか。

（ 議場 　異議な し の声 ）

○議 　 長

　異議な し と認め ま す。 よ って議案27号は原案の と お り可決され ま し た。 日程第

7 、 議案第30号平成19年度辰野町国民健康保険特別会計補正予算 （ 第 3 号 ） を 議

題 と いた し ま す。 これ よ り質疑を行い ま す。 あ り ませんか。

（ 質疑 　 な し ）

○議 　 長

　 　質疑を終結いた し ま す。 討論を行い ま す。

（ 討論 　 な し ）

○議 　 長

　討論を終結いた し ま す。 これ よ り 議案第30号、 平成19年度辰野町国民健康保険

特別会計補正予算 （ 第 3 号 ） を採決いた し ま す。 お諮 り いた し ま す。 本案は原案

の と お り決す る に ご異議あ り ませんか。

（ 議場 　異議な し の声 ）

○議 　 長

　異議な し と認め ま す。 よ って議案第30号は原案の と お り可決され ま し た。 日程

第 8 、 議案第34号平成19年度町立辰野総合病院事業会計補正予算 （ 第 2 号 ） を 議

題 と いた し ま す。 これ よ り質疑を行い ま す。 あ り ませんか。

（ 質疑 　 な し ）

○議 　 長
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　質疑を終結いた し ま す。 討論を行い ま す。

（ 討論 　 な し ）

○議 　 長

　討論を終結いた し ま す。 これ よ り 議案第34号平成19年度町立辰野総合病院事業

会計補正予算 （ 第 2 号 ） を採決いた し ま す。 お諮 り いた し ま す。 本案は原案の と

お り決す る に ご異議あ り ませんか。

（ 議場 　異議な し の声 ）

○議 　 長

　異議な し と認め ま す。 よ って議案第34号は原案の と お り可決され ま し た。 日程

第 9 、 議案第35号平成19年度辰野町介護保険特別会計補正予算 （ 第 2 号 ） を 議題

と いた し ま す。 これ よ り質疑を行い ま す。 あ り ませんか。

（ 質疑 　 な し ）

○議 　 長

　質疑を終結いた し ま す。 討論を行い ま す。

（ 討論 　 な し ）

○議 　 長

　討論を終結いた し ま す。 これ よ り 議案第35号、 平成19年度辰野町介護保険特別

会計補正予算 （ 第 2 号 ） を採決いた し ま す。 お諮 り いた し ま す。 本案は原案の と

お り決す る に ご異議あ り ませんか。

（ 議場 　異議な し の声 ）

○議 　 長

　異議な し と認め ま す。 よ って議案第35号は原案の と お り可決され ま し た。 日程

第10、 請願 ・ 陳情につい て の委員長報告を 議題 と い た し ま す。 本定例会初日に各

常任委員会へ付託 と な り ま し た陳情につい て、 各常任委員長 よ り審査結果の報告

を求め ま す。 始めに 『 「鳥獣被害防止特措法」 関連予算を、 鳥獣捕殺ではな く 自

然林復元 と被害防除に使 う こ と等を求め る意見書提出に関す る陳情』 「森林環境

税の創設 と森林 ・ 林業 ・ 木材関連産業政策の充実を求め る陳情」 「農業委員会の

必置規制の堅持に関す る陳情」 以上 3 件につい て、 総務産業建設常任委員会にお

ける審査結果を 総務産業建設常任委員長、 矢 ヶ 崎紀男議員 よ り報告を求め ま す。

○総務産業建設常任委員長
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　 本定例会初日、 総務産業建設常任委員会に付託された陳情第 1 号 「鳥獣被害防

止特措法」 関連予算を、 鳥獣捕殺ではな く 自然林復元 と被害防除に使 う こ と等を

求め る意見書提出に関す る陳情書につい て、 去る 12日担当課長、 職員の同席 を求

め本陳情につい て慎重に審査 を行い ま し た。 以下審査の結果を報告し ま す。 「近

年野生鳥獣に よ って農家が受ける農作物被害は大変に増大し て い る。 被害を 防ぐ

対応は個人 ・ 地域の対応だけでは限界に き て い る。 国が問題解決に予算処置も含

め真剣に取 り組むこ と には委員一同異論な く 、 理解で き る。 」 と の意見が出され

ま し た。 当地域におい て も増え過ぎた野生鳥獣に よ り農林業の被害も年々増加 し

て い る の も事実で あ り ま す。 し か し 鳥獣被害防止特措法、 いわゆる 鳥獣に よ る農

林水産業等に関わる被害の防止の た め、 特別措置に関す る 法律が既に施行されて

い ま す。 この特措法では鳥獣被害対策実施隊の設置、 捕獲し た対象鳥獣の適切な

処理の推進、 地方公共団体相互の広域的連携等、 関係機関 と の連携、 被害状況 ・

生息状況等調査の実施 ・ 活用、 人材育成、 国民の理解 と関心増進、 鳥獣の生活環

境の整備 ・ 保全、 鳥獣への保護の配慮、 農林漁業復興及び農産漁村の活性化など

が盛 り込ま れて い ま す。 「今回の陳情内容につい て は鳥獣被害防止特措法で満た

されて い る ため委員か ら は今回あえて意見書 を国へ提出 しな く て も良いのではな

いか。 」 と の意見が出され、 審査の結果不採択 と決し ま し た。 以上委員長報告 と

し ま す。 次に陳情第 2 号森林環境税の創設 と森林 ・ 林業 ・ 木材関連産業政策の充

実を求め る陳情につい て、 去る 12日担当課長、 職員の同席 を求め本陳情につい て

慎重に審査を行い ま し た。 以下審査の結果を報告し ま す。 森林は地球温暖化の防

止や国土の保全、 水源の涵養、 生物多様性の保全など様々な機能を有し広 く国民

に恩恵 を もた ら し てい ま す。 ま た森林整備に よ る二酸化炭素吸収量の確保への期

待が高 まってお り ま す。 森林環境教育など森林に対す る国民のニーズは多様化し

て い る に もかかわ らず我が国の山村林業は木材価格の低迷や後継者不足などに よ

り 、 必要な手入れが され る こ と な く放置され る森林が急増し て ま す。 国民共有の

財産 と し て森林を維持 ・ 保全し て い く た めには地域住民や自治体に任せる のでは

な く 、 都市部の地域住民や自治体も一緒になって森林 ・ 山林 ・ 山村 を 育て水や空

気を 守って い く と い う 機運を 高め て い く こ と が重要で あ り ま す。 「本陳情のなか

で森林環境税を創設 し、 森林 ・ 林業 ・ 木材関連産業の充実を求め る と い う趣旨に

は賛同で き ま すが、 既に長野県は森林税の導入が決定 し てお り この時期に新たな
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税の創設を求め る こ と には慎重を期すべし。 」 と の意見が出され ま し た。 し た がっ

て趣旨には異論ない こ と か ら趣旨採択 と し全員一致で決し ま し た。 以上委員長報

告 と し ま す。 次に陳情第 5 号農業委員会の必置規制の堅持に関す る陳情書につい

て、 去る 12日担当課長、 職員の同席 を求め本陳情につい て慎重に審査を行い ま し

た。 以下審査の結果を報告し ま す。 農業委員会は食糧 ・ 農業 ・ 農村基本計画に基

づ き 「優良農地の確保及びその有効利用、 担い手の育成及び確保」 と い う 使命を

担って い る。 特に今検討されて い る農地政策の見直 し におい て も、 農地情報の管

理や遊休農地の解消、 担い手組織で あ る 集落営農組合への面的利用集積で大きな

期待がな され、 現在農業委員に よ る農地パ ト ロールを基礎に遊休農地対策や農地

の利用集積に取 り組んでい る。 この よ う な状況のなかで、 地方分権の観点か ら で

農業委員会の必置規制を廃止す る よ う な こ と は あってはな らない。 今後 と も独立

し た行政委員会 と し て の農業委員会の必置規制を堅持すべき と の陳情の趣旨には

異論な く 、 理解を示し た意見が出され審査の結果全員一致で採択 と決し ま し た。

意見書につい て も賛成いただき ま す よ う 、 お願い し審査報告 と いた し ま す。

○議 　 長

　 　 委員長報告に対す る質疑を行い ま す。 あ り ませんか。

（ 質疑 　 な し ）

○議 　 長

　 　質疑を終結いた し ま す。 討論を行い ま す。

（ 討論 　 な し ）

○議 　 長

　討論を終結いた し ま す。 これ よ り採決いた し ま す。 始に 「鳥獣被害防止特措法」

関連予算を、 鳥獣捕殺ではな く 自然林復元 と被害防除に使 う こ と等を求め る意見

書提出に関す る陳情につい て を採決いた し ま す。 この採決は起立に よ り行い ま す。

本案に対す る 委員長報告は、 不採択で あ り ま す。 こ こで念の た め申し上げま す。

委員長報告は 「不採択」 で あ り ま すが議事の整理上、 「採択」 す る こ と につい て

の表決を採 り ま す。 本案を採択す る こ と に賛成の議員の起立 を求め ま す。

（ 起立 　 0 人 ）

○議 　 長

　 起立あ り ません。 よ って本案は委員長報告の と お り決し ま し た。 次に、 森林環
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境税の創設 と森林 ・ 林業 ・ 木材関連産業政策の充実を求め る陳情につい て を採決

い た し ま す。 お諮 り い た し ま す。 本案に対す る 委員長報告は、 趣旨採択で あ り ま

す。 委員長報告の と お り決す る に ご異議あ り ませんか。

（ 議場 　異議な し の声 ）

○議 　 長

　意義な し と認め ま す。 よ って本案は委員長報告の と お り趣旨採択す る こ と に決

し ま し た。 次に農業委員会の必置規制の堅持に関す る陳情につい て を採決いた し

ま す。 お諮 り いた し ま す。 本案に対す る 委員長報告は、 採択で あ り ま す。 委員長

報告の と お り決す る に ご異議あ り ませんか。

（ 議場 　異議な し の声 ）

○議 　 長

　意義な し と認め ま す。 よ って、 本案は委員長報告の と お り採択す る こ と に決し

ま し た。 続い て 「老人医療費給付事業の継続を求め る陳情書」 「保険業法か ら共

済制度の適用除外を求め る陳情書」 以上 2 件につい て、 社会福祉教育常任委員会

における審査結果を 社会福祉教育常任委員長、 山岸忠幸議員 よ り報告を求め ま す。

○社会福祉教育常任委員長

　去る12、13日、委員会室において委員全員出席のもと当委員会に付託された、

陳情第 3 号老人医療費給付事業の継続を求める陳情書、陳情第 4 号保険業法から

共済制度の適用除外を求める陳情書、の陳情 2 件について審査を行いました。以

下、委員会の審査内容に沿って報告いたします。陳情第 3 号老人医療費給付事業

の継続を求める陳情書、提出者、長野県医療団体連絡懇談会、県難病患者連絡協

議会会長、田中嘉典氏、県民主医療機関連合会会長、束原進氏、県医療労働組合

連合会執行委員長、渡辺一信氏、県保険医協会会長、鈴木信光氏。本陳情は 1 、

県の福祉医療制度の老人医療費給付事業については、少なくとも70から74歳の窓

口負担が 1 割のうちは現行制度のまま継続すること。 2 、70から74歳の窓口負担

増がなされたとしても廃止ではなく、70から74歳の負担を超えないように制度を

存続すること、の意見書を長野県知事に提出することを要望した陳情であります。

医療保険の見直しにより、この 4 月より70から74歳の方が医療機関にかかった時

の窓口負担が 1 割から 2 割に引き上げられることになりました。これに準じて県

の老人医療給付事業では68、69歳の一定所得の方の負担も 2 割になるわけですが、

27



この引き上げが 1 年間凍結される予定であります。しかしこの凍結が予算措置で

あり根本的な法改正でないため、いまのままでは68、69歳のこの対象者の方々の

負担は 2 割になってしまいます。こうした事態にならないよう。また 1 年間の凍

結期間後70から74歳の窓口負担が 2 割となった時にも、この 2 割に準じられるよ

う現行制度を維持してほしいとするのがこの陳情の趣旨であります。え委員会で

は担当職員の説明を受け、また添付された説明資料を検討しました。そのなかで

町内で該当者が37人おり、この年代の方々が医療機関にかかる機会が多いこと。

また経済的にも厳しい状況にあるなかで現行制度が維持され、窓口での負担が増

加されないことが望まれるとし、委員全員本陳情に賛成し意見書を提出すべきと

して採択に決しました。次に陳情第 4 号保険業法から共済制度の適用除外を求め

る陳情書。提出者、長野県保険医協会会長、鈴木信光氏、長野県商工団体連合会

共済会理事長、須澤修二氏、長野県民主医療機関連合会共済組合連絡会会長、森

正明氏、長野県勤労者山岳連盟会長、清水馨氏。本陳情は 1 、新保険業法付則第

2 条の経過措置を 1 年間延長すること。 2 、根拠法を持つ農協・生協共済などと

ともに非営利団体がその構成員等を対象に実施し、その運営を構成員等が監督し

うる仕組みがある共済制度は、新保険業法による規制と負担から適用除外にする

こと、の意見書を国の関係機関に提出することを要望した陳情であります。委員

会では「担当が違うのでは。」という声がありましたが、付託を受けた以上検討

せざるを得ないということで審議に入りました。この問題に関しては新聞報道等

で、新保険業法によって自主的な共済についても保険会社に準じた規制がなされ、

過大な負担のため共済事業を閉鎖したり、民間の保険会社に転換せざるを得ない

といった状況にあることが報じられています。また民間の保険会社に転換したと

きには当然保険料の値上げも想定されます。こうしたなかで議員からもそれぞれ

の立場で加入している共済があることや、多くの住民も何かしら加入している身

近な制度でありこうした共済制度を守るとした本陳情に委員全員賛同し、新保険

業法の「経過措置期間」の延長と同法の「適用除外」を求める 2 つの意見書を提

出すべきとして採択といたしました。以上陳情 2 件の委員会での審査結果を報告

し、別途意見書を提案いたしますので、全議員の賛同をいただきますようお願い

するものです。以上委員長報告とします。

○議　長
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　　委員長報告に対する質疑を行います。ありませんか。

（質疑　なし）

○議　長

　　質疑を終結いたします。

○議　長

　 　討論を行い ま す。 　

（ 討論 　 な し ）

○議 　 長

　討論を終結いた し ま す。 これ よ り採決いた し ま す。 始めに老人医療費給付事業

の継続を求め る陳情書 を採決いた し ま す。 お諮 り い た し ま す。 本案に対す る 委員

長報告は、 採択で あ り ま す。 委員長報告の と お り決す る に ご異議あ り ませんか。

（ 議場 　異議な し の声 ）

○議 　 長

　意義な し と認め ま す。 よ って、 本案は委員長報告の と お り採択す る こ と に決し

ま し た。 次に保険業法か ら共済制度の適用除外を求め る陳情書につい て を採決い

た し ま す。 お諮 り いた し ま す。 本案に対す る 委員長報告は、 採択で あ り ま す。 委

員長報告の と お り決す る に ご異議あ り ませんか。

（ 議場 　異議な し の声 ）

○議 　 長

　意義な し と認め ま す。 よ って、 本案は委員長報告の と お り採択す る こ と に決し

ま し た。 只今よ り暫時休憩 と いた し ま す。 なお再開時間は 3 時40分 と いた し ま す。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　休憩時間 　 　 3 時30分

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　再会時間 　 　 3 時40分

○議 　 長

　休憩前に引続き再開いた し ま す。 日程第11、 議員提出議案の審議につい て を 議

題 と いた し ま す。 始に発議第 1 号、 農業委員会の必置規制の堅持に関す る意見書

の提出について を 議題 と い た し ま す。 議案の朗読を い た させま す。

○事務局長

（ 発議 1 号朗読 ）

○議 　 長
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　 　 これ よ り質疑、 討論を行い ま す。 あ り ませんか。

（ 質疑、 討論 　 な し ）

○議 　 長

　質疑、 討論を終結いた し ま す。 これ よ り 、 発議第 1 号、 農業委員会の必置規制

の堅持に関す る意見書の提出につい て を採決い た し ま す。 お諮 り い た し ま す。 本

案は原案の と お り決す る に ご異議あ り ませんか。

（ 議場 　異議な し の声 ）

○議 　 長

　異議な し と認め ま す。 よ って発議第 1 号は原案の と お り可決され ま し た。 次に

発議第 2 号老人医療費給付事業の継続を求め る意見書の提出について を 議題 と い

た し ま す。 議案の朗読を いた させま す。

○事務局長

（ 発議第 2 号朗読 ）

○議 　 長

　 これ よ り質疑、 討論を行い ま す。 あ り ませんか。

（ 質疑、 討論 　 な し ）

○議 　 長

　質疑、 討論を終結いた し ま す。 これ よ り 発議第 2 号、 老人医療費給付事業の継

続を求め る意見書の提出につい て を採決いた し ま す。 お諮 り いた し ま す。 本案は

原案の と お り決す る に ご異議あ り ませんか。

（ 議場 　異議な し の声 ）

○議 　 長

　異議な し と認め ま す。 よ って、 発議第 2 号は原案の と お り可決され ま し た。 次

に発議第 3 号新保険業法の 「経過措置期間」 の延長を求め る意見書の提出につい

て を 議題 と いた し ま す。 議案の朗読を いた させま す。

○事務局長

（ 発議第 3 号朗読 ）

○議 　 長

　 これ よ り質疑、 討論を行い ま す。 あ り ませんか。

（ 質疑、 討論 　 な し ）
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○議 　 長

　質疑、 討論を終結いた し ま す。 これ よ り 発議第 3 号、 新保険業法の 「経過措置

期間」 の延長を求め る意見書の提出につい て を採決いた し ま す。 お諮 り いた し ま

す。 本案は原案の と お り決す る に ご異議あ り ませんか。

（ 議場 　異議な し の声 ）

○議 　 長

　異議な し と認め ま す。 よ って発議第 3 号は、 原案の と お り可決され ま し た。 次

に発議第 4 号新保険業法の 「適用除外」 を求め る意見書の提出につい て を 議題 と

い た し ま す。 議案の朗読を いた させま す。

○事務局長

（ 発議第 4 号朗読 ）

○議 　 長

　 これ よ り質疑、 討論を行い ま す。 あ り ませんか。

（ 質疑、 討論 　 な し ）

○議 　 長

　質疑、 討論を終結いた し ま す。 これ よ り 発議第 4 号新保険業法の 「適用除外」

を求め る意見書の提出につい て を採決いた し ま す。 お諮 り い た し ま す。 本案は原

案の と お り決す る に ご異議あ り ませんか。

（ 議場 　異議な し の声 ）

○議 　 長

　異議な し と認め ま す。 よ って発議第 4 号は原案の と お り可決され ま し た。 次に

発議第 5 号、 後期高齢者医療制度の中止を求め る意見書の提出につい て を 議題 と

い た し ま す。 議案の朗読を いた させま す。

○事務局長

（ 発議第 5 号朗読 ）

○議 　 長

　 　 こ こで提出者で あ り ま す、 根橋俊夫議員 よ り趣旨説明を求め ま す。

○根橋 （ 13番 ）

　 それでは趣旨説明を いた し ま す。 えー後期高齢者医療保険制度は この 4 月実施

を 目前に異例の事態 と なってお り ま す。 すなわち第 1 にはい まだに この制度の詳

31



細が全ては公表されずに担当窓口で さ え、 新聞報道の内容が実際にはど う なる の

か よ く分か らない と い う 状況で あ り 、 この ま ま実施された ら ど う なのか と い う不

安が増大し て い る こ と に あ り ま す。 第 2 には75才以上の該当の方は元 よ り国民の

多 く が制度の内容を よ く 理解し て いない ま ま 発足 し よ う と し て い る こ と で あ り ま

す。 第 3 には国会の審議 を通じ て首相自身が よ り よ い制度に直 し て い く の も必要

と答弁し、 ベス ト の制度でない と は言えない こ と を 自 ら認め、 こ う し た こ と のな

どか ら 民主党、 日本共産党、 社民党、 国民新党の野党 4 党が後期高齢者医療保険

制度中止の法案を提出す る こ と で あ り ま す。 なぜこ う なって し ま う のか、 それは

国民皆保険制度の国では、 世界に類のない制度すなわち 75才 と い う年齢で一律に

線を引い て、 強引に健保や国保か ら切 り離し別制度に囲い込んで負担増、 給付減

を強い る と い う 負担の仕方や医療の あ り 方などを多 く の無理 を含んだ制度で あ る

か ら で あ り ま す。 ま た厚労省の担当者が石川県での講演で 「この制度は医療費が

際限も な く上がって い く痛みを 後期高齢者が自 ら 自分の感覚か ら感じ取って いた

だ く もの。 」 と述べてい る よ う に高齢者 をみんなで祝 う と い う日本社会の良 き伝

統に反す る制度で あ る か ら です。 この た め自治体、 全国の自治体では中止 ・ 見直

し を求め る意見書は既に 484 件、 約 3 割に上って い るわけで あ り ま す。 では日本

社会は高齢者の医療費をみんなで負担で きないほどの経済社会なので し ょ う か。

日本の社会保障給付費はＧ Ｄ Ｐ で約17％程度に過ぎず、 ド イ ツ、 フ ラ ンスなど ヨー

ロ ッパ諸国の約28％ と比べて も大き く 立ち後れてお り 、 総医療費はサ ミ ッ ト参加

7 箇国で最低で あ り ま す。 私は高い薬価や高額医療器機などに も メ スを 入れつつ、

道路特定財源に よ る 公共事業の浪費や防衛費を見直 し 、 大企業 ・ 大資産家に応分

の負担を求め るな ら財源を確保す る こ と がで き 公的医療保障を拡充で き る と考え

ま す。 今必要な こ と は、 今回の制度は と り あえず中止を し国民 ・ 自治体 ・ 医療関

係者などの意見を 集め、 制度の当否を含め て全面的に議論をや り 直すこ とだ と思

い ま す。 よ って別紙の意見書 を全議員の賛同に よ り 、 採択いただき ま す よ うお願

い し て趣旨説明 と い た し ま す。

○議 　 長

　 　 これ よ り質疑を行い ま す。

（ 質疑 　 な し ）

32



○議 　 長

　 　質疑を終結いた し ま す。 討論を行い ま す。 始めに反対討論を行い ま す。

○岩田 （ 11番 ）

　反対意見を述べさせて いただき ま す。 えーこの意見書は既に来月 よ り始ま る 後

期高齢者医療制度を 中止せよ と の内容で あ り ま すが、 あ ま り に も非現実的な提案

で到底賛成で き る ものでは あ り ません。 以下理由を述べま す。 この制度は増大す

る 高齢者の医療費を国民全体で支えてい こ う と い う仕組みになってお り ま す。 え

現役時代か ら の支援金や公費の他、 全て の被保険者に年金やその他の収入を含め

た所得に応じ て公平に保険料を負担し て いただ く 。 医療機関の窓口では現行の老

人保健制度同様掛かった費用の原則 1 割を負担す る と い う 制度で あ る と思い ま す。

急速に進む我が国の少子超高齢化時代にお き ま し て、 今ま での保健制度では遠か

らず破綻を 招 く こ と が予想され るなか、 国会で十分に審議され決議されて い る制

度の筈です。 この期にお よんで一地方議会が中止せよ と の意見書を 出すこ と は ま

さに 「蟷螂 （ と う ろ う ） の斧」 で あ り 、 辰野町及び辰野町民に と って何の利益も

もた ら さ ない愚行 と言えま す。 負担額が増大す る 人には 2 年間の緩和措置も実施

され ま す。 えー最も新た に負担増が懸念され ま す健康保険や共済組合の被保険者

の扶養者だった人には加入か ら 2 年間は被保険者均等割の半額に軽減され る こ と

になってお り ま す。 更に 20年 4 月か ら 9 月 ま での保険料負担は あ り ません。 10月

か ら 平成21年 3 月 ま では保険料を 9 割削減す る こ と に し て ま す。 え受益者がで き

るだけ緩やかになおかつ公平に痛みを分か ち合える よ う に考え ら れて い る制度だ

と考えま す。 し た がい ま し て この制度は実務のなかでその足 らざ る を補い、 修正

し、 弾力的に運用し血の通った ものに し て い く こ と が最も必要で現実的な対応だ

と思い ま す。 えーま た都道府県毎に設置された後期高齢者医療広域連合は既にス

ター ト し てお り 、 当町も応分の準備費用を負担し てい ま す。 万一この意見書の と

お り 辰野町だけ中止になる と すれば、 我が町の 75才以上の方は保険証を持たない

医療難民になって し ま い ま す。 ま た当意見書はただ全面的に議論をや り 直すこ と

を主張し てい る のみで、 具体的な対案を提示し て い るわけで あ り ません。 朝令暮

改の国の医療行政に地方の末端行政は振 り 回され続けて い る こ と も事実で あ り ま

す。 し か し現実の医療制度改革は 「焦眉の急」 待ったな し で時間的余裕は あ り ま

せん。 それに し ま し て も ま さにボールがピ ッチャーの手か ら離れてキ ャ ッチャー
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がど う受けよ う か と し て い る 時に最初のサイ ン交換か らや り 直す と い う よ う な、

今回の意見書は到底理解し容認で き る ものでは あ り ません。 以上諸事情、 理由に

よ り春風に誘われた よ う な不可解な本意見書には明白に反対い たすもので あ り ま

す。 以上です。

○議 　 長

　 　 次に賛成討論を行い ま す。

○永原 （ 3 番 ）

　 後期高齢者医療制度が この 4 月か ら実施され よ う と し て い ま す。 75才以上の方

の医療制度が今ま での老人保健医療制度か ら 後期高齢者医療制度に代わる と い う

こ と です。 現行の老人保健医療制度 と は病気にな り が ちな高齢者の方が医療機関

に掛か る 時の負担を軽 く し 、 安心し て医療を受け ら れ る よ う にす る ための国の制

度で し た。 し か し国が 4 月か ら進め よ う と し て い る 後期高齢者医療制度の中身は

75才 と い う年齢を重ねただけで高齢者を 健保や国保か ら無理や り脱退させ、 別制

度のなかに囲い込んで負担増、 給付減を強い る もので あ り 、 世界に類のない差別

医療で あ る こ と が国会審議を通じ て明 ら か と なって き ま し た。 高齢者の皆さん と

い う のは、 ま さに あ の悲惨な戦争を体験されたわけです。 「欲し が り ません。 勝

つま では。 」 と お国の た めに我慢を し、 敗戦 と い う残酷さに耐え国の復興に一丸

と なって必死に働い て今日の社会を築い て こ ら れた世代です。 老人福祉法では、

高齢者は多年に渡 り 社会の進展に寄与し て き た もの と し て豊富な知識 と経験を有

す る もの と し て、 敬愛され る と と もに生 き甲斐を持て る 健全で安ら かな生活を 保

証され る と う たって あ り ま す。 ま た政府は財源がない と言い ま すが、 大企業や大

資産家への行き過ぎた減税見直 し、 ま た米軍に末長 く い て く ださい と い う 態度で

続けて い る思いや り予算を見直せば、 財源は出て く る と思い ま す。 思いや り を続

けて 30年、 米軍経費負担は 5 兆円に も膨れ あ がって い ま す。 戦争で苦労し て き た

高齢者 を い じ め る医療制度は止め て、 安心し て医療を受け ら れ る 人間ら し く暮ら

し て いける よ う 思いやる こ と が、 国のす る こ と ではないで し ょ う か。 国は思いや

る相手 を履き違えて る と思い ま す。 よ って国におい て は、 本制度は と り あえず中

止し国民 ・ 自治体 ・ 医療関係者などの意見を 集め制度の当否を含め て、 全面的に

議論をや り 直すこ と を、 要請す る意見書に賛成です。
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○議 　 長

　 　他に あ り ませんか。

○議 　 長

　討論を終結いた し ま す。 これ よ り 発議第 5 号後期高齢者医療制度の中止を求め

る意見書の提出につい て を採決い た し ま す。 反対の意見が あ り ま し たので、 採決

は起立に よ り行い ま す。 お諮 り い た し ま す。 本案を 原案の と お り決す る に賛成の

方は起立願い ま す。

（ 起立 　 2 人 ）

○議 　 長

　 起立少数で あ り ま す。 よ って、 発議第 5 号は否決され ま し た。 日程第12、 辰野

町選挙管理委員会委員及び補充員の選挙につい て を 議題 と いた し ま す。 こ こで、

小沢福寿苑事務長の退席 を求め ま す。 お諮 り いた し ま す。 選挙につき ま し ては地

方自治法第 118 条第 2 項の規定に よ り 、 指名推選の方法に し た い と思い ま すが こ

れに ご意義あ り ませんか。

（ 議場 　意義な し の声 ）

○議 　 長

　意義な し と認め ま す。 よ って選挙の方法は指名推選で行 う こ と に決定 し ま し た。

続い て、 お諮 り いた し ま す。 指名推選の方法につき ま し ては議長が指名す る こ と

に し た い と思い ま すが、 これに ご意義あ り ませんか。

（ 議場 　意義な し の声 ）

○議 　 長

　意義無し と認め ま す。 よ って議長が指名す る こ と に決定いた し ま し た。 只今か

ら選挙管理委員 4 名、 及び同補充員 4 名の指名を行い ま すが事務局長に朗読いた

させま す。

○事務局長

（ 局長朗読 ）

○議 　 長

　 お諮 り いた し ま す。 只今の選挙管理委員及び同補充員を当選人 と 定め る こ と に

ご意義あ り ませんか。

（ 議場 　異議な し の声 ）
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○議 　 長

　意義な し と認め ま す。 よ って只今指名いた し ま し た、 選挙管理委員 4 名、 及び

同補充員 4 名が当選され ま し た。 小沢福寿苑事務長の入場 を求め ま す。 次に補充

員の繰 り上げ順位を決め ま す。 最初に抽選の順番を決め る抽選を行い ま す。 小野 ・

川島 ・ 上島地区、 唐木沢 ・ 伊那富地区、 辰野地区、 竜東地区か ら 一名が当選され

ま し た ので この順に抽選し て順番 を決め ま す。 順番は、 事務局職員に決め させま

す。

（ 職員 ・ 議長席前で抽選 ）

○議 　 長

　 　 それでは、 抽選の順番を 事務局長に報告させま す。

○事務局長

　 1 番竜東地区、 2 番小野 ・ 川島 ・ 上島地区、 3 番唐木沢 ・ 伊那富地区、 4 番辰

野地区。

○議 　 長

　 　続い て地区の代表者に よ り 、 繰 り上げ順番の本抽選を行い ま す。

（ 代表者、 自席で抽選 「職員が回 る 」 ）

○議 　 長

　 　抽選の結果を 事務局長に報告させま す。 　

○事務局長

　 それでは繰上げ順の氏名 を報告いた し ま す。 1 番、 瀧川立昭氏。 2 番、 玉舎利

之氏。 3 番、 木下忠彦氏。 4 番、 唐澤正直氏。 以上です。

○議 　 長

　只今の報告の と お り補充員の繰 り上げ順位は決定いた し ま し た。 日程第13、 議

会閉会中の委員会の継続審査につい て を 議題 と いた し ま す。 総務産業建設常任委

員長、 社会福祉教育常任委員長、 及び議会運営委員長か ら別紙の と お り 「閉会中

の継続審査申し 出書」 が提出され ま し た。 お諮 り い た し ま す。 辰野町議会会議規

則第72条の規程に よ り 、 各委員長申し 出の と お り 議会閉会中の継続審査を認めた

い と思い ま すが、 ご異議あ り ませんか。

（ 議場 　異議な し の声 ）
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○議 　 長

　異議な し と認め ま す。 よ って、 議会閉会中も各委員会の継続審査を認め る こ と

に決し ま し た。 以上で本定例会の日程は全部終了いた し ま し た。 こ こで町長か ら

挨拶を受けま す。

○町 　 長

　終わ り に あ た り ま し て一言ご挨拶 と お礼を申し上げた い と思い ま す。 えー 3 月

5 日か ら の 3 月予算20年度 3 月予算議会で ござい ま し て、 大変にいつも言って い

る こ と で ござい ま すが、 長丁場でそれぞれ慎重審議 を い ただき ま し て大変に あ り

が と う ござい ま し た。 えー総額が前に申し た と お り 72億3,700万円 と い う久々の 3

億4,700万円の積極プラ ス予算 と い う形になったわけで あ り ま す。 えー全て ご審議

い ただきえーこ こで議会 を 議決を以て通過させてい ただき ま し た こ と は あ り が た

く感謝申し上げま す。 えー協働の ま ちづ く り 、 一般質問に も あ り ま し た。 これに

則 り ま し て有効にそ し て効果的に この予算の執行に 20年度に入って ま い り た い と

思い ま す。 各所で ま たそれぞれの ご意見ま た ご感想あ る いは ま た途中で も結構で

ござい ま すので、 町長室へで も ど こへで もお入 り い ただいて、 何か問題点が あ る

よ う で し た ら早めに ま た ご指摘いただければその時点で修正す る こ と はいつで も

し て い き た い と 、 こんなふ う に も考えてお り ま す。 で き るだけ早い執行を 目指し

てお り ま すが、 是非一つ皆さん方の ご協力これか ら もお願い申し上げた い と思い

ま す。 大変に あ り が と う ござい ま し た。

○議 　 長

　 次に、 3 月末を も って定年退職いた し ま す、 松崎辰野総合病院長、 林かた く り

の里施設長、 小島湖北行政事務組合事務局長、 小沢介護老人保健施設福寿苑事務

長 よ り挨拶を し た い旨申し 出が あ り ま すので これ を許可いた し ま す。 なお、 松崎

病院長は診察が あ る た め休憩中に議員控え室におい て挨拶を受けま し た ので、 最

初に、 林かた く り の里施設長。

○かた く り の里施設長 （ 林 ）

　 本日は定例会、 ま閉会後の貴重な時間を割い て いただき ま し て あ り が と う ござ

い ま す。 私はこの 3 月末を もち ま し て定年退職を させて いただ く こ と にな り ま し

た。 ま あ顧みればえー昭和41年の 4 月辰野町職員に拝命以来42年間に長 き にわた

り勤務させて い ただき ま し た。 この間、 議会には平成 7 年の 4 月教育委員会の学
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校教育課長を拝命以来お世話にな り ま し て、 企画財政課、 税務課などを経過し ま

し て議会事務局長を 1 年間努め させて いただき ま し た。 その後、 上伊那福祉協会

へ 3 年間派遣にな り ま し て現在に至ってお り ま す。 え思い起こせば平成16年の議

会事務局長の時には篠平議長さんそれか ら 赤羽前議長さん始め多 く の議員の皆さ

ん方に大変お世話にな り ま し た。 ま た同事務局長の平成17年の 2 月には ま あ同様

のえー要す る に当時、 同様の議案の制定、 議案 と言い ま すか条例の制定で希で あ

り ま し て、 全国的に希で あ り ま し た し 、 ま たえー議員のなかで も賛否両論が あ り

ま し た 「町税等の滞納に対す る特別措置に関す る 条例」 の制定につき ま し て町民

の皆さんの意見を聞き た い と い う こ と で、 辰野町議会の、 と し ま し て は30数年ぶ

り にな り ま す公聴会 を 開催い た し ま し た。 これにつき ま し て近隣の町村には前例

が殆どな く 、 ま対応に苦慮し た こ と を思い出すわけで あ り ま す。 その他諸々の思

い出が あ り ま すけれど、 省略させて いただき ま し て いずれに し ま し て も、 本日 を

迎える こ と がで き ま し た の も皆様方の ご支援、 ご協力の賜 と心よ り感謝申し上げ

ま す。 えまだまだ厳し い財政状況のなかでは ござい ま すが、 今後町並びに議会の

益々の ご発展 と皆様方の ご健勝で ご活躍され る こ と を お祈 り いた し ま し て、 簡単

では あ り ま すが退職に あ たって の挨拶に代え させて いただき ま す。 長い間大変ど

う もあ り が と う ござい ま し た。

○湖北行政事務組合事務局長 ( 小島 ）

　私この 3 月を もち ま し て定年退職す る こ と にな り ま し た。 私も昭和41年奉職以

来42年間 と い う長 き にわた り ま し て、 勤務を させて いただき ま し た。 この間生活

環境や社会情勢、 経済情勢等、 刻々 と変化を し ま た住民ニーズ も多様化す るなか

で、 浅学非才な微力な私が今日を迎える こ と がで き ま し た こ と は、 ひ と えに議長

さんを始め議員の皆様方の ご支援、 ご助言が あった賜 と 本当に感謝し御礼 を申し

上げま す。 仕事 を通じ ま し て特に あ の う 大変だった こ と は、 私の最後 と な り ま す

現在の湖北衛生セン ターで平成18年の 7 月の豪雨災害 と い う こ と で ござい ま し た。

私ど もの仕事につき ま し ては、 水が命 と い う よ う な こ と で毎日1,300 ｔ と い う水量

を上平出の藤の森水源か ら いただいて、 業務 を し てい るわけで ござい ま すけれど

も非常ベルが鳴る と 同時にア ッ と い う 間に ま あ瞬間的に も う断水を し て し ま い ま

し て、 私も 4 月に行ったばか りだった もんですか ら 、 も う何を し て いいのかど う

かホン ト に あ のパニ ク ッ て し まったわけですけれど も、 ま あ おかげさ ま で職員や
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ら大勢の皆さん方の ご協力を いただき ま し て事なき を得たわけで ござい ま す。 こ

の時にはホン ト に ま さかの坂が あ るんだ と い う よ う な こ と で、 身を以て痛感を し

た と こ ろで ござい ま す。 いろいろ と お話を し た り お礼 を申し上げた い と こ ろで ご

ざい ま すけれど も、 辰野町議会の ご発展 と 議員各位の益々の ご健勝、 ご活躍を心

か ら祈念を いた し ま し て御礼の挨拶 と させて いただき ま す。 本当に長い間あ り が

と う ござい ま し た。

○介護老人保健施設福寿苑事務長 （ 小沢 ）

　退職に あ た り ま し て一言お礼の言葉を申さ し て いただき ま す。 私は昭和49年 1

月に役場に奉職し ま し て、 最初の勤務先が税務課で ござい ま し た。 それか ら今日

ま で 34年 3 箇月にわたって勤め させて いただき ま し た。 その間長い部署では 6 年

間ま た短い部署で 1 年 6 箇月 と勤務期間が ま ち ま ち では ござい ま し たけれど、 役

場の職員 と し て いろいろの仕事に携わら し て いただき ま し た。 課長職 と し ま し て

は保健福祉課長、 税務課長、 福寿苑事務長 と し て拝命を受けおかげさ ま で今回 と

言い ま すか、 この度定年を迎える こ と がで き ま し た。 これもひ と えに皆様方の ご

指導、 ご鞭撻の賜 と心よ り お礼申し上げま す。 退職後は一町民 と し て、 第 2 の人

生を歩むつも り で ござい ま すけれど、 さ きほど選挙で選挙管理委員会 と い う ご指

名を いただき ま し た。 その形で今ま で と は違った形 と はなる と思い ま すけれど、

皆さん方に今後も ご指導いただ く こ と にな り ま し た。 よ ろ し く お願い し た い と思

い ま す。 最後に退職に あ た り ま し て辰野町、 辰野町議会が益々発展す る こ と と皆

様方が ご健勝で ま た益々ご活躍され る こ と を ご祈念申し上げま し て簡単で ござい

ま すけれど、 退職に あ たって の ご挨拶 と 代え させて いただき ま す。 大変長い間あ

り が と う ござい ま し た。

○議 　 長

　以上で本日の会議を閉じ ま す。 これ を もち ま し て 3 月 5 日に開会 し ま し た、 平

成20年第 3 回辰野町議会定例会を閉会 と いた し ま す。 15日間の長丁場、 大変ご苦

労さ ま で し た。

  

１ １ . 閉会の時期

　 　 平成20年 3 月15日 　 4 時25分 　閉会 　
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　 　 この議事録は、 議会事務局長 　 竹入俊男、 庶務係長 　 飯沢誠の記録 し た もので

　 あって、 内容が正確で あ る こ と を認め、 こ こに署名す る。

平成 　 　 年 　 　 　 月 　 日

　

辰野町議会議長

署名議員 　 　 　 番

　 　 　 　 署名議員 　 　 　 番
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